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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本石鹸洗剤工業

会(JSDA)及び日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業務大臣が改正した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

これによって，JIS K 3362:1998 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 K 3362：2008 
 

家庭用合成洗剤試験方法 
Test method of household synthetic detergent 

 
序文 

この規格は，1955 年に制定され，その後 4 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 1998 年に

行われたが，その後の引用規格の改正に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，家庭用合成洗剤の品質の試験方法について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS H 6201 化学分析用白金るつぼ 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0068 化学製品の水分測定方法 

JIS K 0101 工業用水試験方法 

JIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析通則 

JIS K 1408 けい酸ナトリウム（けい酸ソーダ） 

JIS K 2241 切削油剤 

JIS K 3211 界面活性剤用語 

JIS K 8001 試薬試験方法通則 

JIS K 8005 容量分析用標準物質 

JIS K 8013 亜鉛粉末（試薬） 

JIS K 8034 アセトン（試薬） 

JIS K 8085 アンモニア水（試薬） 

JIS K 8101 エタノール（99.5）（試薬） 

JIS K 8102 エタノール（95）（試薬） 

JIS K 8122 塩化カルシウム二水和物（試薬） 

JIS K 8123 塩化カルシウム（試薬） 

JIS K 8136 塩化すず（Ⅱ）二水和物（試薬） 

JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬） 

JIS K 8159 塩化マグネシウム六水和物（試薬） 




